
日・ＡＳＥＡＮ統合基金（ＪＡＩＦ）による 

技術支援プロジェクト（第２期）の開始について 

平成３０年１０月１９日 

公 正 取 引 委 員 会 

公正取引委員会及びＡＳＥＡＮ（東南アジア諸国連合）競争当局者フォーラ

ム（以下「ＡＥＧＣ」という。）は，日・ＡＳＥＡＮ統合基金（以下「ＪＡＩ

Ｆ」という。）（注１）を活用して， ＡＳＥＡＮ加盟国の競争当局に対する競争

法の執行力強化のための技術支援プロジェクト（第２期）を開始することとし

た（幹事当局：インドネシア事業競争監視委員会，実施期間：平成３１年１月

～平成３２年１２月）。本プロジェクトの概要は，以下のとおりである。 

なお,公正取引委員会は，平成２８年７月からＵＮＣＴＡＤ（国際連合貿易開

発会議）競争消費者政策課に職員 1 名を派遣しているところ，本プロジェクト

の実施に当たってはＵＮＣＴＡＤ等の国際的な競争法・政策等の知見を持つ専

門家の協力も得つつ進めていくこととしている。 

（注１）ＡＳＥＡＮを支援するために，日本政府の拠出金に基づき，平成１８年にＡＳ

ＥＡＮ事務局に設置された基金（Japan-ASEAN Integration Fund）。 

ＪＡＩＦの公式ホームページ（外部サイトへリンク https://jaif.asean.org/） 

１ 背景 

公正取引委員会及びＡＥＧＣは，平成２８年９月から，ＪＡＩＦを活用して，

ＡＳＥＡＮ加盟国の競争当局に対する技術支援プロジェクトを行っており，そ

の第１期（平成２８年９月～平成３０年８月）において，我が国やＡＳＥＡＮ

加盟国における競争法セミナー又は研修の開催，ＡＳＥＡＮ加盟国の競争当局

間での職員派遣を実施したところである。 

ＡＳＥＡＮ加盟国においては，ほぼ全ての国で競争法が整備されつつあり，

また，その支援ニーズは多様化・高度化していることから，我が国に対し，競

争当局の能力強化，法執行力の強化に加え，競争法・政策に対する認知度や遵

守意識を高めるための競争唱導等に係る一層の技術支援を求めてきている状

況にある。 

そこで，公正取引委員会及びＡＥＧＣは，本プロジェクトの第２期において

は，第１期における取組に加えて，ＡＳＥＡＮ加盟国における競争唱導等の促

進に係る取組を行うことを予定している。 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局官房国際課 

電話 ０３－３５８１－１９９８（直通） 

ホームページ  https://www.jftc.go.jp/



  これらの取組は，ＡＳＥＡＮブループリント２０２５（注２）に示された，

効果的な競争政策の実現という目標にも沿うものである。 

（注２）ＡＳＥＡＮ経済共同体，ＡＳＥＡＮ政治・安全保障共同体，ＡＳＥＡＮ社会・

文化共同体が２０２５年までの達成目標と戦略的行動計画を「ブループリント（青写

真）２０２５」として定めている。 

２ 具体的な活動内容 

 我が国やＡＳＥＡＮ加盟国における競争法セミナー又は研修の共同開催，Ａ

ＳＥＡＮ加盟国の競争当局間での職員派遣に加え，ＡＳＥＡＮ加盟国の競争法

に係るピアレビュー指針の共同開発，国際的な競争法違反事件における審査協

力のための推奨手続に係る共同研究及びＡＳＥＡＮ加盟国における競争認知

度指標の共同開発を予定している。また，競争法セミナーにおけるテーマとし

て，競争当局における戦略的な計画立案・マネジメント等，ＡＳＥＡＮ加盟国

のニーズに沿ったテーマを検討している。 


